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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 

 敦賀市営住宅管理条例（平成９年敦賀市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （入居者の資格）  （入居者の資格） 

第５条 市営住宅に入居することができ

る者は、法第２３条及び第２４条第２

項に規定する条件のほか、次の各号（

老人、身体障害者その他の特に居住の

安定を図る必要がある者として規則で

定める者にあっては第１号を除く。）

の条件を具備する者でなければならな

い。 

第５条 市営住宅に入居することができ

る者は、法第２３条及び第２４条第２

項に規定する条件のほか、次の各号（

老人、身体障害者その他の特に居住の

安定を図る必要がある者として規則で

定める者にあっては第１号を除く。）

の条件を具備する者でなければならな

い。 

 ⑴ 現に同居し、又は同居しようとす

る者がある場合にあっては、同居す

る者が親族（婚姻の届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある

者その他婚姻の予約者を含む。以下

同じ。）であること。 

 ⑴ 現に同居し、又は同居しようとす

る親族（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む。以下同じ

。）があること。 

  ⑵ 市税を滞納していない者であるこ

と。 

 ⑵ （略）  ⑶ （略） 

 ⑶ その者が身体上又は精神上著しい

障害があるために常時の介護を必要

とし、かつ、居宅においてこれを受
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けることができず、又は受けること

が困難であると認められる者である

場合にあっては、現に同居し、又は

同居しようとする親族があること。  

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （入居の手続き）   （入居の手続き） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項第１号の規定にかかわらず、

家賃債務保証業者（賃貸住宅の賃借人

の委託を受けて当該賃借人の家賃の支

払に係る債務（以下この項において「

家賃債務」という。）を保証すること

を業として行う者をいう。以下この項

において同じ。）のうち、市長が指定

する者と家賃に関する保証委託契約（

家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務

を保証することを当該賃借人が委託す

ることを内容とする契約をいう。）を

締結した入居決定者については、当該

保証委託契約を締結したことを証する

書面の提出をもって請書の連帯保証人

の連署に代えることができる。  

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

   提案理由 

 市営住宅における入居資格等の見直しを図るため、この案を提出する。 
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